
第
七
節 

ゆ
り
事
情 

一
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
） 

(一) 

ゆ
り
の
病
害
虫
防
除
に
つ
い
て
県
の
指
導
が
始
ま
っ
た
。 

(二) 

生
産
農
家
は
ゆ
り
根
貿
易
の
将
来
を
考
え
て
、
ウ
イ
ル
ス
病
、 

 

そ
の
他
の
罹
病
球
根
の
除
去
等
県
の
指
導
に
進
ん
で
協
力
す
る 

 

よ
う
に
な
っ
た
。 

(三) 

ゆ
り
根
取
り
引
き
価
格 

 
 
 

五
寸
―
三
銭 

 

六
寸
―
五
銭 

 

七
寸
―
七
銭 

 
 
 

八
寸
―
九
銭 

 

九
寸
―
十
一
銭 

尺
以
上
―
十
三
銭 

 

二
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
） 

(一) 

東
京
・
埼
玉
・
千
葉
・
山
梨
・
長
崎
・
群
馬
・
佐
賀
な
ど
の 

 

ゆ
り
の
主
産
地
を
は
じ
め
、
各
産
地
に
逐
次
ゆ
り
の
同
業
組
合 

 

が
結
成
さ
れ
て
栽
培
や
販
売
を
共
同
で
運
営
す
る
よ
う
に
な
っ 

 

た
。 

(二) 

県
内
で
も
こ
し
き
島
ゆ
り
同
業
組
合
が
で
き
た
。 

       

入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

(五) 

商
社
の
玉
取
時
代
は
球
根
の
数
や
寸
法
の
不
法
取
り
引
き
が 

 

あ
っ
て
、
生
産
者
は
不
利
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
生
産
者
の
前
で 

 

平
気
で
不
法
取
り
引
き
を
す
る
商
人
が
い
た
の
で
、「
横
浜
商 

 

人
は
生
馬
の
目
を
抜
く
」
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
た
。 

(六) 

永
良
部
百
合
根
同
業
組
合
定
款
の
抜
粋 

 

第
一
条 

本
組
合
は
改
良
統
一
を
図
り
、
営
業
上
の
弊
害
を
矯 

 
 
 

正
し
、組
合
員
の
利
益
を
増
進
す
る
を
以
て
目
的
と
す
る
。 

 

第
二
条 

本
組
合
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
左
の
業
務 

 
 
 

を
行
う
。 

 
 

(一) 

品
種
の
選
択
統
一
を
な
し
品
質
の
向
上
を
図
る
事 

 
 

(二) 

病
害
虫
防
除
に
関
す
る
事
項 

 
 

(三) 

販
買
の
斡
旋
に
関
す
る
事
項 

 
 

(四) 

荷
造
り
及
び
運
般
上
改
善
に
関
す
る
事
項 

 
 

(五) 

営
業
上
に
関
し
行
政
庁
に
建
議
し
、
ま
た
は
其
の
諮
問 

 
 
 

に
応
ず
る
事 

 
 

(六) 

前
各
項
の
外
、
本
組
合
の
目
的
を
違
す
る
必
要
な
事
項 

 

第
三
条 

本
組
合
は
永
良
部
百
合
根
同
業
組
合
と
称
す
。 

 

第
四
条 

本
組
合
の
事
務
所
は
鹿
児
島
県
大
島
郡
和
泊
村
役
場 

 
 
 
 

に
置
き
、
支
所
を
同
県
同
郡
知
名
村
役
場
に
置
く
。 

(三) 

ゆ
り
根
取
り
引
き
価
格 

 
 
 

五
寸
―
二
銭 

 

六
寸
―
四
銭 

七
寸
―
六
銭 

 
 
 

八
寸
―
八
銭 

 

九
寸
―
十
銭 

尺
以
上
―
十
二
銭 

 

三
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
） 

(一) 

和
泊
村
・
知
名
村
の
ゆ
り
生
産
者
を
組
合
員
と
し
て
沖
永
良 

 

部
信
用
販
売
利
用
組
合
（
沖
永
良
部
百
合
同
業
組
合
）
が
設
立 

 

さ
れ
た
。
組
合
が
で
き
た
の
で
、
直
接
生
産
者
が
商
社
や
仲
買 

 

人
と
接
触
せ
ず
に
、
同
業
組
合
が
商
社
と
建
値
の
折
衝
を
し
て 

 

取
り
引
き
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
方
的
に
損 

 

害
を
受
け
た
立
山
買
い
の
取
り
引
き
も
跡
を
た
っ
た
。 

(二) 

同
業
組
合
が
で
き
る
ま
で
は
生
産
者
代
表
と
し
て
交
渉
員
が 

 

各
社
と
ゆ
り
の
取
り
引
き
価
格
を
決
め
て
い
た
。 

(三) 

玉
取
（
商
社
の
球
根
検
査
）
は
商
社
側
の
玉
取
で
あ
っ
て
会 

 

社
の
出
張
員
や
埼
玉
県
・
群
馬
県
の
ゆ
り
生
産
者
を
雇
っ
て
き 

 

て
玉
取
を
さ
せ
て
い
た
。
ま
た
、
地
元
の
生
産
者
か
ら
も
商
社 

 
が
雇
っ
て
玉
取
を
さ
せ
て
い
た
。
同
業
組
合
が
で
き
て
か
ら
は 

 

組
合
検
査
と
な
り
、
組
合
員
か
ら
球
根
検
査
員
が
出
て
検
査
す 

 

る
よ
う
に
な
っ
た
。 

(四) 

県
当
局
が
病
害
虫
防
除
な
ら
び
に
栽
培
指
導
・
検
査
に
力
を 

       

第
五
条 

本
組
合
は
鹿
児
島
県
大
島
郡
沖
永
良
部
島
一
円
を
地 

 
 
 
 

区
と
し
、
ゆ
り
栽
培
者
を
以
て
組
織
す
る
。 

 

第
六
条 

本
組
合
の
地
区
内
に
於
て
ゆ
り
栽
培
を
営
む
者
は
其 

 
 
 
 

の
住
所
氏
名
を
組
合
長
に
届
け
て
組
合
員
に
加
入
す
べ 

 
 
 
 

し
。
前
項
の
届
け
出
を
受
け
た
る
時
は
、
組
合
長
は
こ 

 
 
 
 

れ
を
組
合
員
名
簿
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
一
三

条 

本
組
合
に
左
の
役
員
を
置
く
。 

 
 
 
 
 

組
合
長
一
名 

副
組
合
長
三
名 

組
合
書
記
・
会
計 

 
 
 
 

二
名 

評
議
員
一
〇
名 

 

第
一
九

条 

本
組
合
に
左
の
職
員
を
置
く
。 

 
 
 
 
 

書
記
二
名 

検
査
員
若
干
名 

技
術
員
四
名 

小
組 

 
 
 
 

頭
三
八
名 

 
 
 
 

※ 

小
組
頭
は
組
合
長
の
指
揮
を
受
け
組
合
経
費
の
徴 

 
 
 
 
 

集
、
会
書
の
配
布
及
び
経
費
の
収
集
に
従
事
す
る
。 

 

第
三
八

条 

百
合
組
合
は
ゆ
り
根
の
販
売
に
つ
い
て
は
買
取
人
と 

 
 
 
 

の
間
に
価
格
を
指
定
し
、
買
取
人
を
し
て
代
金
を
予
納 

 
 
 
 

せ
し
む
る
も
の
と
す
る
。（
以
下
略
す
。） 

(七) 

ゆ
り
根
取
り
引
き
価
格 

 
 

小
五
寸
―
一
銭 

五
寸
―
二
銭 

六
寸
―
四
銭 

 
 

七
寸
―
六
銭 

 

八
寸
―
八
銭 

九
寸
―
十
銭 

678 679 



 
 

尺
以
上
―
十
二
銭 

 
 

小
五
寸
の
取
り
引
き
が
始
ま
っ
た
。 

 

四
、
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
） 

(一) 

ゆ
り
の
圃
場
栽
培
地
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
、
圃
場 

 

検
査
合
格
証
を
出
荷
箱
に
貼
布

て
ん
ぷ

し
て
出
荷
す
る
事
に
な
っ
た
。 

 

病
害
虫
防
除
に
関
す
る
注
意
を
大
い
に
喚
起
す
る
こ
と
に
な
っ 

 

た
。 

(二) 

ゆ
り
根
取
り
引
き
価
格 

 
 
 

小
五
寸
―
二
銭 

五
寸
―
四
銭 
六
寸
―
六
銭 

 
 
 

七
寸
―
八
銭 

 

八
寸
―
十
銭 
九
寸
―
十
二
銭 

 
 
 

尺
以
上
―
十
四
銭 

(三) 

昭
和
五
年
六
月
、
バ
イ
ラ
ス
対
策
と
し
て
苗
圃
を
設
置
し
た
。 

 

和
泊
村
一
反
、
知
名
村
一
反
、
同
業
組
合
が
設
置
し
た
。 

 
 

町
田
実
彦
氏
が
同
業
組
合
の
ゆ
り
栽
培
の
指
導
員
で
あ
っ 

 

た
。 

 

五
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
） 

(一) 

ゆ
り
球
根
が
六
十
六
万
七
百
十
五
球
生
産
過
剰
と
な
り
、
ハ 

 

シ
ケ
に
積
ん
で
沖
の
海
中
に
投
棄
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
乱
売 

       

こ
れ
に
協
力
し
て
い
た
農
家
と
、
同
業
組
合
側
の
生
産
者
と
の 

 

間
に
ゆ
り
戦
争
と
い
わ
れ
る
紛
争
が
起
こ
っ
た
。 

(三) 

三
菱
商
事
進
出
の
真
相
。
昭
和
三
年
よ
り
ゆ
り
根
の
輸
出
を 

 

始
め
た
某
商
社
は
、
内
に
あ
り
て
は
ゆ
り
買
い
入
れ
に
際
し
て 

 

し
ば
し
ば
悪
ら
つ
な
手
段
を
く
り
返
し
、
海
外
に
向
か
っ
て
は 

 

不
良
品
を
積
送
し
て
本
邦
ゆ
り
根
の
不
評
の
因
を
な
し
、
そ
の 

 

当
然
の
結
果
と
し
て
近
年
に
至
っ
て
は
内
外
共
に
ほ
と
ん
ど
同 

 

商
会
を
顧
み
な
く
な
っ
た
。 

 
 

沖
永
良
部
島
百
合
根
信
用
販
売
組
合
理
事
和
泊
村
助
役
は
一 

 

部
の
有
力
者
と
話
し
合
い
、
知
名
村
助
役
と
と
も
に
上
京
し
三 

 

菱
商
事
と
交
渉
し
て
、
三
ヵ
年
ゆ
り
根
一
手
売
買
の
契
約
を
締 

 

結
し
た
。
沖
永
良
部
同
業
組
合
で
は
、
そ
の
前
年
過
剰
六
十
六 

 

万
球
を
海
中
に
す
て
た
事
が
あ
っ
た
の
で
、
三
菱
の
進
出
で
今 

 

後
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
喜
ん
だ
。
し
か
し
、 

 

そ
の
条
項
に
委
託
販
売
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
生
産
者
は
不
利 

 

に
な
る
と
考
え
、
従
来
二
十
余
年
も
取
り
引
き
し
た
輸
出
商
へ 

 

の
恩
義
も
あ
り
、
今
こ
の
期
に
縁
を
切
る
こ
と
は
商
業
道
徳
上 

 

よ
く
な
い
し
、
ま
た
、
今
後
三
菱
商
事
に
独
占
さ
れ
る
と
将
来 

 

は
実
に
不
安
に
な
る
と
判
断
し
た
。
同
志
百
三
十
八
名
は
、
断 

 

岡
反
対
を
表
明
し
組
合
か
ら
脱
退
し
た
。
沖
永
良
部
百
合
同
業 

 

防
止
が
で
き
、
販
売
価
格
の
維
持
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。 

(二) 

過
剰
球
の
補
償
は
全
組
合
員
の
負
担
と
す
る
。 

(三) 

過
剰
球
が
出
て
、
海
中
に
す
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
を 

 

見
て
、
当
時
の
和
泊
村
助
役
山
口
禎
善
氏
が
「
エ
ラ
ブ
ユ
リ
の 

 

花
」
の
歌
を
作
っ
た
。
後
こ
の
歌
は
現
和
泊
町
長
（
ゆ
り
組
合 

 

長
）
武
田
恵
喜
光
氏
が
補
作
し
た
。 

(四) 

ゆ
り
根
取
り
引
き
価
格 

 
 
 

小
五
寸
―
三
銭 

五
寸
―
四
銭 

 

六
寸
―
六
銭 

 
 
 

七
寸
―
八
銭 

 

八
寸
―
十
銭 

 

九
寸
―
十
二
銭 

 
 
 

尺
以
上
―
十
四
銭 

 

六
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
） 

(一) 

輸
出
品
の
品
質
の
統
制
を
は
か
る
と
と
も
に
ダ
ン
ピ
ン
グ
等 

 

無
謀
な
競
争
を
さ
け
、
輸
出
業
者
と
生
産
者
の
利
益
を
守
る
た 

 

め
に
、
商
工
省
が
認
可
し
た
輸
出
商
に
よ
る
日
本
百
合
根
輸
出 

 

組
合
が
設
立
さ
れ
た
。 

(二) 

日
本
百
合
根
輸
出
組
合
に
関
係
の
な
い
三
菱
商
事
で
は
、
エ 

 

ラ
ブ
島
の
ゆ
り
の
売
買
を
一
手
に
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
意
図 

 

で
、
沖
永
良
部
信
用
販
売
購
買
組
合
（
沖
永
良
部
百
合
同
業
組 

 

合
）
と
契
約
を
結
び
、
こ
れ
ま
で
購
入
し
て
い
た
商
社
お
よ
び 

       

組
合
は
島
民
か
ら
不
法
防
止
実
行
員
を
集
め
、
組
合
に
属
し
な 

 

い
反
対
者
に
圧
力
を
加
え
た
。 

(四) 

一
例
を
示
す
と 

 

1 

一
切
の
交
通
機
関
な
ら
び
に
運
般
機
関
の
利
用
を
禁
止
す 

 
 

る
こ
と
。 

 

2 

生
活
必
需
品
の
交
換
売
買
を
な
さ
ぬ
こ
と
。 

 

3 

親
戚
友
人
で
あ
っ
て
も
交
際
を
断
つ
こ
と
。 

 

4 

飲
料
水
の
供
給
を
断
つ
こ
と
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
百 

 
 

三
十
八
名
の
生
活
を
お
び
や
か
す
に
い
た
っ
た
。 

 

5 

中
に
は
公
職
・
役
職
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に 

 
 

な
っ
た
人
も
い
る
。
元
和
泊
尋
常
高
等
小
学
校
の
先
生
で
そ 

 
 

の
時
教
壇
を
去
り
、
そ
の
後
、
和
泊
町
役
場
に
二
十
九
年
間 

 
 

勤
め
、
内
二
十
二
年
間
は
、
助
役
職
に
つ
い
て
町
行
政
の
振 

 
 

興
発
展
に
大
き
な
功
積
を
残
し
、
昭
和
四
十
三
年
勇
退
し
た 

 
 

花
田
吉
浦
氏
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。 

 

6 

喜
美
留
新
井
組
は
人
手
不
足
の
た
め
沖
縄
県
久
米
島
か
ら 

 
 

大
勢
の
人
夫
を
雇
い
、
ゆ
り
の
掘
取
・
荷
造
・
出
荷
の
仕
事 

 
 

を
さ
せ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。 

 

7 

反
対
派
の
ゆ
り
は
二
百
七
十
万
球
の
内
、
合
格
球
は
七
十 

 
 

万
球
程
皮
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
反
対
派
の
球
根
に
対
す
る 

680 681 



検
査
が
い
か
に
厳
重
で
あ
っ
た
か
が
想
像
で
き
る
。 

 
 
 

そ
の
上
、
合
格
球
を
荷
造
り
し
た
も
の
は
無
断
出
荷
を
許 

さ
ず
、
組
合
側
か
ら
ゆ
り
を
詰
め
た
箱
は
封
印
さ
れ
、
自
由 

に
出
荷
さ
せ
な
か
っ
た
。 

 
 
 

三
菱
商
事
側
は
、
も
し
反
対
者
が
ゆ
り
箱
を
出
荷
し
た
場 

合
は
契
約
を
破
棄
す
る
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。 

 
 
 

ま
た
、反
対
者
側
は
旧
来
の
関
係
輸
出
商
に
販
売
す
べ
く
、 

つ
い
に
七
月
七
日
を
期
し
て
国
頭
佐
々
木
保
賢
氏
（
進
氏
の 

父
）
の
ゆ
り
箱
を
最
初
に
持
ち
出
す
事
に
な
り
、
反
対
者
側 

は
家
族
を
動
員
し
て
佐
々
木
氏
宅
に
集
ま
っ
た
。
商
社
側
は 

植
木
会
社
・
新
井
商
店
・
高
木
商
会
・
田
中
幸
太
郎
商
店
・ 

日
本
輸
出
合
資
会
社
の
出
張
員
が
集
ま
っ
た
。
船
積
み
の
時 

間
が
近
づ
い
た
の
で
、
商
社
の
代
表
植
木
会
社
の
打
木
辰
雄 

氏
と
新
井
商
店
の
尾
島
俊
夫
氏
が
、
封
印
を
と
か
せ
る
よ
う 

に
同
業
組
合
に
掛
け
あ
い
に
行
っ
た
が
会
え
ず
、
警
察
署
長 

に
封
印
を
切
っ
て
出
荷
す
る
と
の
説
明
を
し
て
強
制
出
荷
を 

し
た
。
百
合
組
合
は
検
査
員
や
不
法
防
止
員
が
集
ま
っ
た
の 

で
、
当
時
の
国
頭
区
長
先
田
先
業
氏
が
二
つ
ホ
ラ
ガ
イ
で
部 

落
民
に
合
図
を
し
た
。
国
頭
部
落
民
や
他
部
落
民
が
黒
山
の 

よ
う
に
集
ま
っ
た
。
両
者
と
も
、
も
の
も
の
し
い
雰
囲
気
で 

       
 

遺
さ
れ
た
。 

 
 
 

こ
の
紛
争
は
大
事
に
い
た
ら
ず
無
事
に
お
さ
ま
っ
た
が
、 

 
 

ゆ
り
栽
培
史
上
最
大
の
不
祥
事
件
で
あ
っ
た
。
在
郷
軍
人
の 

 
 

分
会
長
が
防
止
員
で
在
郷
軍
人
も
動
員
し
た
の
で
憲
兵
曹
長 

 
 

が
沖
永
良
部
に
派
遣
さ
れ
た
。 

8 

植
木
株
式
会
社
出
張
員
は
大
山
旅
館
に
、
新
井
商
店
は
伊 

 
 

集
院
旅
館
に
宿
泊
し
て
い
た
が
、
旅
館
の
中
に
石
を
投
げ
こ 

 
 

ま
れ
た
り
、
防
害
さ
れ
て
寝
ら
れ
ず
に
、
屋
根
の
上
で
一
夜 

 
 

を
明
か
し
た
事
も
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
三
菱
側
の
ボ
ス
に 

 
 

植
木
会
社
の
平
井
新
三
氏
と
古
川
嘉
英
氏
が
長
浜
海
岸
に
呼 

 
 

び
出
さ
れ
て
制
裁
を
受
け
た
の
で
、
出
張
員
の
中
に
は
こ
わ 

 
 

く
な
っ
て
沖
縄
へ
逃
げ
た
人
も
い
た
と
い
う
。 

9 

反
対
者
の
組
合
員
百
三
十
八
人
の
内
、
新
井
組
が
七
十
八 

 
 

名
他
社
六
十
名
で
あ
っ
た
。 

10 

反
対
者
側
の
中
心
に
な
っ
た
主
動
者
は
、 

 
 

田
中
幸
太
郎
商
店
関
係
者 

市
来
政
敏
氏 

 
 

高
木
商
会 

 
 

〃 
 
 

大
里
宮
元
氏 

 
 

植
木
会
社 

 
 

〃 
 
 

陽 

兼
生
氏 

 
 

寺
内
商
会 

 
 

〃 
 
 

木
尾
為
傑
氏 

 
 

新
井
商
店 

 
 

〃 
 
 

永
吉
池
治
氏
・
東
忠
人
氏 

に
ら
み
あ
い
が
続
い
た
。
植
木
会
社
の
古
川
嘉
英
氏
は
柔
道 

三
段
で
体
格
も
大
き
く
か
っ
ぷ
く
も
よ
か
っ
た
。
午
後
三
時 

ご
ろ
、
古
川
氏
が
封
印
を
切
っ
て
和
泊
の
山
口
先
高
氏
の
馬 

車
に
ゆ
り
箱
を
積
み
隊
伍ご

を
組
ん
で
和
泊
桟
橋
に
向
か
っ 

た
。
途
中
、
南
洲
橋
付
近
に
は
組
合
側
の
防
止
員
を
先
頭
に 

多
数
の
人
が
気
勢
を
上
げ
防
害
行
動
に
出
た
が
、
百
三
十
八 

名
は
決
死
の
覚
悟
で
大
勢
を
押
し
破
り
、
二
、
三
の
小
ぜ
り 

あ
い
は
あ
っ
た
が
前
も
っ
て
警
備
に
つ
い
て
い
た
署
長
以
下 

の
警
察
署
員
が
中
に
割
っ
て
は
い
り
、
血
を
見
ず
に
船
積
み 

を
し
た
。
ハ
シ
ケ
は
組
合
側
の
協
力
が
得
ら
れ
ず
他
か
ら 

チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
積
み
こ
み
を
終
え
た
。
が
、
今
後
の
事
態 

は
予
測
で
き
な
い
の
で
、
署
長
以
下
十
二
名
の
警
察
陣
容
で 

は
と
て
も
手
不
足
で
万
一
の
と
き
に
備
え
ら
れ
な
い
と
い
う 

こ
と
で
、
七
月
八
日
に
な
っ
て
松
本
休
七
沖
永
良
部
署
長
か 

ら
鹿
児
島
県
警
察
本
部
へ
打
電
し
た
。
電
文
は
「
ゆ
り
出
荷 

問
題
に
関
し
七
日
八
日
に
か
け
て
騒
ぎ
を
起
こ
し
、
組
合
側 

は
各
所
で
出
荷
妨
害
を
な
し
ま
す
ま
す
悪
化
す
る
見
込
み
、 

検
事
正
と
打
ち
合
わ
せ
の
上
検
事
・
予
審
判
事
の
急
派
遣
を 

請
う
。
な
お
、
ひ
き
つ
づ
き
暴
動
激
化
の
お
そ
れ
あ
り
」
で 

あ
る
。
そ
の
た
め
県
で
は
保
安
課
の
警
官
が
応
援
の
た
め
派 

      

 

ら
で
あ
っ
た
。 

11 

日
本
ゆ
り
輸
出
組
合
長
鈴
木
清
蔵
氏
は
鹿
児
島
県
知
事 

 

野
次
郎
あ
て
陳
情
書
で
、
同
業
組
合
側
の
検
査
不
正
と
自 

 

由
取
り
引
き
派
へ
の
圧
迫
ぶ
り
を
訴
え
た
。 

12 

七
月
八
日
鹿
児
島
新
聞
記
事
と
七
月
九
日
福
岡
日
日
新 

 
 

聞
（
現
西
日
本
新
聞
）
記
事
転
記 

 
 
 

沖
永
良
部
ゆ
り
根
問
題
悪
化
、
輸
出
ゆ
り
根
同
業
組
合
三 

 
 

〇
○
○
名
と
反
対
者
組
合
一
三
八
名
が
対
立
争
議
、
遂
に
暴 

 
 

動
化
の
危
険
に
瀕
す
。
鹿
児
島
県
下
の
絶
海
の
孤
島
大
島
郡 

 
 

沖
永
良
部
島
で
は
同
島
名
産
の
ゆ
り
根
の
取
引
問
題
か
ら
輸 

 
 

出
ゆ
り
同
業
組
合
三
〇
〇
〇
余
名
と
、
之
に
反
対
す
る
一
三 

 
 

八
名
の
小
数
派
と
の
間
に
紛
争
を
惹
起
し
、
絶
海
孤
島
の
別 

 
 

天
地
は
一
大
暴
動
化
せ
ん
と
す
る
危
険
に
瀕
せ
り
と
の
急
電 

 
 

が
八
日
朝
鹿
児
島
県
警
察
部
に
到
着
し
成
行
き
を
大
い
に
危 

 
 

険
視
す
る
と
と
も
に
県
警
察
部
及
び
大
島
署
か
ら
警
察
官
を 

 
 

急
遽
派
遣
す
る
事
と
な
っ
た
。
事
の
起
り
及
び
危
機
追
っ
て 

 
 

居
る
と
云
う
現
状
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 
 

沖
永
良
部
の
ゆ
り
は
年
産
額
五
〇
万
円
に
達
し
県
下
唯
一 

 
 

の
重
要
海
外
輸
出
品
と
し
て
島
民
生
活
を
潤
ほ
し
て
居
る 

 
 

が
、
最
近
主
な
る
ゆ
り
栽
培
者
三
〇
〇
〇
余
名
が
輪
出
百
合 
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同
業
組
合
を
組
織
し
て
三
菱
商
事
と
の
間
に
特
約
取
引
を
契 

約
し
た
為
、
こ
れ
に
反
対
す
る
一
三
八
名
の
小
数
派
に
対
し 

て
は
、
組
合
定
款
に
基
き
組
合
外
の
取
引
を
阻
止
し
て
、
違 

約
金
徴
集
其
の
他
の
動
き
を
起
し
て
居
た
が
、
県
当
局
で
は 

同
業
組
合
の
希
望
通
り
組
合
定
款
の
変
更
を
認
め
た
結
果
、 

組
合
に
加
盟
せ
ざ
る
小
数
派
に
は
頗
ぶ
る
不
利
と
な
る
と
共 

に
、
自
由
取
引
の
途
を
殆
ん
ど
失
っ
た
に
等
し
く
、
遂
に
小 

数
派
で
は
一
致
団
結
し
て
、
二
〇
数
年
前
か
ら
取
引
を
し
て 

い
る
横
浜
其
の
他
の
地
方
の
輸
出
商
人
と
相
呼
応
し
、
貯
蔵 

す
る
ゆ
り
根
二
五
〇
万
球
を
島
外
に
は
こ
ん
で
輸
出
せ
ん
と 

計
画
し
た
た
め
、
大
多
数
を
占
め
る
組
合
員
は
組
合
定
款
を 

た
て
に
し
て
小
数
派
の
自
由
取
引
を
阻
止
し
、
海
岸
一
帯
に 

は
監
視
員
を
配
置
し
、
中
に
は
暴
力
行
為
を
以
て
こ
れ
に
臨 

む
が
ご
と
き
傾
向
に
現
れ
、
数
日
前
か
ら
沖
永
良
部
島
の
ゆ 

り
根
騒
動
は
刻
々
悪
化
の
傾
向
と
な
っ
た
た
め
、
県
警
察
部 

で
は
成
行
を
驚
戒
し
て
い
た
折
柄
、
前
記
の
如
く
八
日
県
知 

事
及
び
警
察
部
長
宛
松
本
同
島
署
長
か
ら
「
七
日
以
来
同
業 

組
合
及
び
小
数
派
の
対
立
争
議
惹
起
し
、
出
品
妨
害
の
行
為 

多
く
形
勢
悪
化
し
、
此
際
主
謀
者
を
拘
引
せ
ね
ば
ゆ
り
取
引 

の
公
平
は
期
し
難
く
、
検
事
正
と
打
合
わ
せ
の
上
検
事
及
び 

       
 

い
た
と
い
う
。
あ
る
日
、
組
合
側
の
防
止
員
某
氏
が
木
尾
氏 

 
 

と
の
交
渉
の
た
め
お
と
ず
れ
た
。
そ
の
な
り
ゆ
き
を
見
る
た 

 
 

め
宅
地
内
に
は
黒
山
の
よ
う
に
人
が
集
ま
り
、
そ
れ
を
見
か 

 
 

ね
て
母
堂
が
お
い
は
ら
っ
た
の
で
、
門
の
前
の
ガ
ジ
ュ
マ
ル 

 
 

の
大
木
に
の
ぼ
っ
て
交
渉
の
な
り
ゆ
き
を
見
ま
も
っ
て
い
た 

 
 

と
い
う
。 

(五) 

取
り
引
き
価
格 

小
五
寸
―
三
銭 

五
寸
―
四
銭 

 
 

六
寸
―
六
銭 

 

七
寸
―
八
銭 

 

八
寸
―
十
銭 

 
 

九
寸
―
十
二
銭 

尺
以
上
―
十
四
銭 

七
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
） 

(一) 

鹿
児
島
県
ゆ
り
検
査
条
例
が
施
行
さ
れ
た
。
七
月
か
ら
ゆ
り 

 

根
の
県
営
検
査
と
な
り
担
当
者
児
玉
義
人
技
師
が
実
施
指
導
に 

 

当
た
っ
た
。
検
査
の
対
象
が
ア
ン
ゴ
種
だ
け
に
限
定
さ
れ
た
の 

 

で
、
大
里
宮
元
氏
は
徳
之
島
と
与
論
島
で
植
村
ゆ
り
の
栽
培
計 

 

画
を
し
た
が
失
敗
し
た
。
そ
れ
は
沖
永
良
部
同
業
組
合
の
不
法 

 

ゆ
り
持
ち
出
し
を
止
め
る
讐
備
が
き
び
し
か
っ
た
か
ら
で
あ 

 

る
。
二
回
目
の
計
画
は
成
功
し
、
徳
之
島
と
与
論
に
植
村
ゆ
り 

 

を
栽
培
さ
せ
た
。
知
名
町
新
山
松
治
氏
（
森
山
繁
氏
の
父
）
は 

 

与
論
の
ク
リ
舟
を
雇
い
、
夜
白
浜
港
か
ら
運
び
出
し
、
与
論
島 

 

で
栽
培
し
て
横
浜
商
人
に
売
っ
た 

 
 

予
審
判
事
な
ど
急
遽
出
張
さ
せ
ら
れ
た
し
、
事
態
は
暴
動
化 

 
 

す
る
慮
あ
り
」
と
の
急
電
が
到
着
し
た
の
で
、
八
日
午
後
一 

 
 

時
か
ら
広
岡
保
安
・
田
中
特
高
・
江
口
高
等
・
上
村
刑
事
の 

 
 

各
課
長
は
大
い
に
驚
き
協
議
打
合
わ
せ
の
結
果
検
事
局
の
指 

 
 

揮
を
求
め
、
同
日
午
後
五
時
出
港
の
開
城
丸
に
て
保
安
課
園 

 
 

田
警
部
・
特
高
課
中
間
警
部
補
・
刑
事
課
有
村
警
部
補
三
名 

 
 

を
派
遣
し
、
一
行
は
大
島
署
・
徳
之
島
署
か
ら
応
援
巡
査
十 

 
 

五
～
十
六
名
を
引
連
れ
て
沖
永
良
部
島
へ
急
行
す
る
事
に 

 
 

な
っ
た
。
同
島
警
察
は
松
本
署
長
以
下
一
二
名
で
、
万
一
悪 

 
 

化
す
る
場
合
は
警
察
力
手
不
足
に
し
て
頗
る
危
険
と
さ
れ
て 

 
 

い
た
。 

13 

三
菱
商
事
が
積
み
出
し
た
球
数
は
五
〇
〇
万
球
で
あ
っ 

 
 

た
。 

14 

こ
の
事
件
は
検
事
が
取
り
調
べ
、
鹿
児
島
地
方
裁
判
所
か 

 
 

ら
組
合
側
の
主
謀
者
六
名
に
有
罪
の
判
決
が
あ
っ
た
。 

15 

木
尾
為
傑
氏
は
気
骨
が
あ
り
正
義
感
の
強
い
人
で
あ
っ 

 
 

た
。
百
合
同
業
組
合
の
主
旨
に
は
つ
い
て
行
け
な
い
と
い
う 

 
 

事
で
、
組
合
か
ら
脱
退
し
た
百
三
十
八
名
の
主
動
者
と
し
て 

 
 

団
結
を
図
っ
て
来
た
人
だ
け
に
門

ジ
ヨ
ー

（
宅
地
に
通
じ
る
道
路
） 

 
 

が
長
い
の
で
ゆ
り
組
合
側
の
不
法
防
止
員
が
毎
日
監
視
し
て 

      

(二) 

取
り
引
き
価
格 

 
 

小
五
寸
―
三
銭 

五
寸
―
四
銭 

六
寸
―
六
銭 

 
 

七
寸
―
八
銭 

 

八
寸
―
十
銭 

九
寸
―
十
二
銭 

 
 

尺
以
上
―
十
四
銭 

八
、
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
） 

(一) 

鹿
児
島
県
ゆ
り
検
査
条
例
に
よ
っ
て
圃
場
検
査
・
球
根
検
査 

 

が
実
施
さ
れ
た
。
全
島
か
ら
検
査
員
を
採
用
し
全
島
一
円
に
配 

 

置
し
て
、
検
査
が
公
平
に
で
き
る
よ
う
に
し
た
。 

(二) 

三
菱
商
事
は
、
ゆ
り
の
病
害
が
多
か
っ
た
の
で
補
償
金
を
要 

 

求
さ
れ
た
。 

(三) 

取
り
引
き
価
格 

 
 

小
五
寸
―
三
銭 

五
寸
―
四
銭 

六
寸
―
六
銭 

 
 

七
寸
―
八
銭 

 

八
寸
―
十
銭 

九
寸
―
十
二
銭 

 
 

尺
以
上
―
十
四
銭 

九
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
） 

(一) 

沖
永
良
部
百
合
根
同
業
組
合
が
廃
止
に
な
っ
た
。 

(二) 

鹿
児
島
県
は
輸
出
ゆ
り
根
の
病
害
虫
防
除
に
つ
い
て
徹
底
的 

 

に
指
導
し
た
。 

(三) 

三
菱
商
事
会
社
と
無
条
件
委
託 

平
均
一
銭 

 

684 685 



十
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
） 

(一) 
二
・
二
六
事
件
お
こ
る
。 

(二) 
鹿
児
島
県
ゆ
り
検
査
条
例
が
一
部
改
正
と
な
っ
た
。
検
査
は 

 

移
出
す
る
ゆ
り
に
つ
い
て
行
う
。 

(三) 

移
出
検
査
の
期
間
は
六
月
一
日
か
ら
八
月
十
日
ま
で
と
す 

 

る
。 

(四) 

圃
場
検
査
申
請
は
毎
年
三
月
十
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。 

(五) 

移
出
検
査
申
請
は
五
日
前
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。 

(六) 

ゆ
り
根
取
り
引
き
価
格 

 
 

小
五
寸
―
八
厘 

 

五
寸
―
一
銭 

 

六
寸
―
二
銭 

 
 

七
寸
―
三
銭 

 
 

八
寸
―
四
銭 

 
九
寸
―
五
銭 

 
 

尺
以
上
―
六
銭 

 

686 


